
児
童
扶
養
手
当
額
が
改
正
さ
れ
ま
す

児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童
扶
養
手
当
の

『
現
況
届
』
の
届
出
時
期
で
す

『
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
受
給
資
格
証
』

更
新
手
続
き
の
お
知
ら
せ

　
児
童
扶
養
手
当
の
法
改
正
に
よ
り
、８
月（
１２
月
支
給
分
）か
ら
児
童
扶
養
手
当
額
が
改
正
さ
れ
ま
す
。

◯
児
童
扶
養
手
当　

現
行

改
正
後

第
１
子

全
部
支
給

４
２
，
３
３
０
円

変
更
な
し

一
部
支
給

４
２
，
３
２
０
円
～

９
，
９
９
０
円

変
更
な
し

第
２
子
加
算
額

全
部
支
給

５
，
０
０
０
円

１
０
，
０
０
０
円

一
部
支
給

５
，
０
０
０
円

９
，
９
９
０
円
～

５
，
０
０
０
円

第
３
子
以
降
加
算
額

全
部
支
給

３
，
０
０
０
円

６
，
０
０
０
円

一
部
支
給

３
，
０
０
０
円

５
，
９
９
０
円
～

３
，
０
０
０
円

※
児
童
扶
養
手
当
…�

父
母
が
離
婚
な
ど
で
、
父
ま
た
は
母
の
一
方
か
ら
し
か
養
育
を
受
け
ら
れ
な
い

ひ
と
り
親
家
庭
な
ど
の
児
童
の
た
め
に
支
給
さ
れ
る
手
当
で
す
。

　
児
童
扶
養
手
当・特
別
児
童
扶
養
手
当
を
８
月
以
降
も
継
続
し
て
受
給
す
る
に
は
、

『
現
況
届
』
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。

　
該
当
さ
れ
る
人
に
は
郵
送
で
通
知
を
し
て
い
ま
す
。
手
続
き
が
遅
れ
る
と
、
受
給

が
遅
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
現
在
、
お
持
ち
の
受
給
資
格
証
の
有
効
期
限
は
８
月
３１
日
㈬
ま
で
で
す
。
９
月
以
降
も
助
成
を

受
け
る
に
は
、
更
新
手
続
き
が
必
要
で
す
。

■
受
付
期
間
　
児
童
扶
養
手
当　
　
　
８
月
１
日
㈪
～
８
月
１９
日
㈮

　　
　
　
　
　
特
別
児
童
扶
養
手
当　
８
月
１５
日
㈪
～
８
月
１９
日
㈮

■
受
付
場
所
　
福
祉
課�

こ
ど
も
係

※�

児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童
扶
養
手
当
は
、
受
給
資
格
が
あ
っ
て
も
手
続
き
を
し

な
い
と
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

■
受
付
期
間
　
８
月
１
日
㈪
～
８
月
１９
日
㈮

■
受
付
場
所
　
福
祉
課�

こ
ど
も
係

　
該
当
す
る
人
に
は
郵
送
で
お
知
ら
せ
し
て
い
ま
す
の
で
、
忘
れ
ず
に
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

inform
ation 

福
祉
課

inform
ation 

福
祉
課

▼
問
い
合
わ
せ　
福
祉
課�
こ
ど
も
係　
☎
７５

−

６
１
１
８

▼
問
い
合
わ
せ　
福
祉
課�

こ
ど
も
係　
☎
７５

−

６
１
１
８

▼
問
い
合
わ
せ　
福
祉
課�

こ
ど
も
係　
☎
７５

−

６
１
１
８

ひ
と
り
親
家
庭
　
親
と
子
の
ふ
れ
あ
い
バ
ス
旅
行 

参
加
者
募
集

　
多
久
市
母
子
寡
婦
福
祉
連
合
会
と
多
久
ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
で
は
、
親
と
子
で

ゆ
っ
く
り
と
し
た
ふ
れ
あ
い
の
時
間
を
過
ご
し
て
も
ら
お
う
と
、
バ
ス
旅
行
を
実
施

し
ま
す
。
楽
し
い
思
い
出
づ
く
り
に
参
加
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

■
日
時
　
８
月
２８
日
㈰　
８
時
３０
分
～
１７
時
（
予
定
）

■
行
き
先
　�

波
戸
岬
・
相
賀
（
地
引
網
体
験
）、

　　
　
　
　
唐
津
（
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
昼
食
）、
お
さ
か
な
セ
ン
タ
ー

■
参
加
対
象
者
　
ひ
と
り
親
家
庭
の
子
ど
も
（
中
学
生
ま
で
）

　　
　
　
　
　
　
と
そ
の
保
護
者

■
参
加
費
　
無
料

■
持
っ
て
く
る
も
の
　
水
筒
、
着
替
え
、
タ
オ
ル
な
ど

■
申
込
期
限
　
８
月
１２
日
㈮

inform
ation 

福
祉
課

inform
ation 

福
祉
課

▼
問
い
合
わ
せ
・
申
し
込
み　
福
祉
課�

こ
ど
も
係　
☎
７５

−

６
１
１
８
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